
様式２

申請に対する審査基準
（整理番号：110211）

平成６年10月１日作成

１．法令名・根拠条項 宗教法人法第１２条第１項

２．許認可等の種類 宗教法人の設立に係る規則の認証

３．審 査 基 準（未設定の場合その理由）

法第２条に規定する宗教団体であること。

（１）法第２条に規定する宗教団体としての要件を具備するか否かの審査に当た

っては、その個々の要件が宗教団体の特性によって多種多様であり、また、

相互に関連することもあることから、個々には弁別し難い場合があるので、

総合的に判断する。

（２）法第２条の宗教団体とは、同条に規定する要件を形式的に具備するのみな

らず、現に団体としての実体を有し、社会通念上他の個人又は団体とは区別

された独自の活動を行っている団体をいう。

したがって、認証申請に係る団体（以下「当該団体」という。）が宗教団体

であるかどうかについては、次の点に留意の上、（１）を踏まえて判断する。

① 当該団体が法第２条に規定する主目的のための宗教活動を行っているか

どうかについて、法第１３条第１号に規定する当該団体が宗教団体である

ことを証する書類（以下「宗教団体であることを証する書類」という。）と

して、過去３年間程度の実績の一覧の添付を求め、これを客観的に証明す

る写真等により確認する。

② 信者及びいわゆる宗教教師の存否について、宗教団体であることを証す

る書類として、その一覧の添付を求め、適切な方法により確認すること。

なお、信者の数については、宗教団体としての実体の確認の観点から審

査すること。

③ 宗教団体としての実体について、次の事務運営、経理及び財産の状況に

ついて調査し、確認すること。

ア 宗教団体であることを証する書類として、当該団体の組織、意思決定

方法、財産の管理等に関する規約の添付を求め、過去３年間程度これに

従った運営がなされているかどうかを調査すること。

イ 宗教団体であることを証する書類として、過去３年間程度の収支予算

書及び収支計算書の添付を求め、その真実性とともに、予算の執行が他

と区別される独立した経済主体として行われているかどうかを調査する

こと。

ウ 宗教団体であることを証する書類として、財産目録の添付を求め、礼

拝の施設に係る不動産等の財産が、他と分離独立した当該団体自身のも

のであるかどうかを調査すること。
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１．法令名・根拠条項 宗教法人法第１２条第１項

２．許認可等の種類 宗教法人の設立に係る規則の認証

④ 法第２条第１号の団体については、現地において礼拝の施設を確認する

こと。なお、礼拝の施設については、当該団体の特性及び慣習を考慮の上、

公開制の確保についても検討すること。

⑤ 法第２条第２号の団体の実体については、被包括宗教団体との関係に関

する実績をも調査することにより確認すること。

（３）当該団体が法第６条に規定する公益事業その他の事業を行うこととしてい

る場合、次の点を審査する。

① 公益事業その他の事業の規模が過大である等により、法第２条に規定す

る宗教団体の主たる目的を欠くこととなっていないかどうかを確認するこ

と。

② 公益事業以外の事業については、法第２条に規定する宗教団体の主たる

目的を達成するための業務と矛盾し、又はこれに支障を生じさせるものは、

宗教法人の行うことのできないその目的に反する事業に当たると解される

ので、この観点から検討すること。

（４）法第１３条に基づき提出された書類について、その証明している事実の存

否に理由ある疑いを持つ場合には、その疑いを解明するための調査を行う。

４．標 準 処 理 期 間 ３月

（未設定の場合その理由）

５．申 請 先 総務課

６．処分を行う課（所） 総務課

７．本 庁 担 当 課 総務課文書・公益法人グループ


